
   越谷市手数料条例の一部を改正する条例 

 越谷市手数料条例（平成１２年条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条ただし書中「同項第９号ア及びイ」を「同項第９号ウ及びエ」に

改める。 

 別表第２項第２３号ウの次に次のように加える。 

   エ 第２７条の２第１項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び

譲受の承認の申請に対する審査 

     汚染土壌処理業譲渡等承認申請手数料   １２０,０００円 

   オ 第２７条の３第１項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法

人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 

     汚染土壌処理業者合併等承認申請手数料  １２０,０００円 

   カ 第２７条の４第１項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承

認の申請に対する審査 

     汚染土壌処理業相続承認申請手数料    １２０,０００円 

 別表第２項第２４号ケ中「７５,０００円」を「６７,０００円」に改め、 

同表第３項第１号タ中「又は第１２項ただし書」を「、第１２項ただし書、

第１３項ただし書又は第１４項ただし書」に改め、同号テ、フ、マ、ユ及

びい中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同表第４項第１号ウ(ウ)中「５３

０,０００円」を「５７０,０００円」に改め、同号ウ(エ)中「８３０,００

０円」を「８８０,０００円」に、「１,０１０,０００円」を「１,０７０,

０００円」に、「１,１２０,０００円」を「１,２００,０００円」に、

「１,４２０,０００円」を「１,５２０,０００円」に、「１,６６０,００

０円」を「１,７８０,０００円」に、「３,８８０,０００円」を「４,０

７０,０００円」に、「５,１００,０００円」を「５,３４０,０００円」

に、「６,２９０,０００円」を「６,４９０,０００円」に改め、同号ウ(オ)



中「１,１３０,０００円」を「１,１８０,０００円」に、「１,３４０,０

００円」を「１,４１０,０００円」に、「１,５００,０００円」を「１,

５８０,０００円」に、「１,８３０,０００円」を「１,９４０,０００円」

に、「２,１４０,０００円」を「２,２６０,０００円」に、「４,３５０,

０００円」を「４,５５０,０００円」に、「５,５７０,０００円」を「５,

８２０,０００円」に、「６,７７０,０００円」を「７,０７０,０００円」

に改め、同号ウ(カ)中「５,７５０,０００円」を「５,９３０,０００円」に、

「７,２５０,０００円」を「７,４７０,０００円」に、「１０,７００,０

００円」を「１０,９００,０００円」に改め、同号ソ(ウ)中「４１０,００

０円」を「４２０,０００円」に、「５４０,０００円」を「５６０,００

０円」に、「７００,０００円」を「７３０,０００円」に、「９２０,０

００円」を「９６０,０００円」に、「１,０４０,０００円」を「１,０９

０,０００円」に、「１,６００,０００円」を「１,６６０,０００円」に、

「１,８２０,０００円」を「１,９００,０００円」に、「２,０３０,００

０円」を「２,１２０,０００円」に改め、同号ソ(エ)中「４９０,０００円」

を「５３０,０００円」に、「６３０,０００円」を「６８０,０００円」

に、「９９０,０００円」を「１,０３０,０００円」に、「１,３１０,０

００円」を「１,４１０,０００円」に、「１,７２０,０００円」を「１,

７８０,０００円」に、「３,３２０,０００円」を「３,４３０,０００円」

に、「４,０６０,０００円」を「４,１９０,０００円」に、「４,６５０,

０００円」を「４,８００,０００円」に改め、同号ソ(オ)中「９,１００,０

００円」を「９,３２０,０００円」に、「１２,４００,０００円」を「１

２,６００,０００円」に、「１７,０００,０００円」を「１７,３００,０

００円」に改め、同号チ(ア)中「３１０,０００円」を「３２０,０００円」

に、「４３０,０００円」を「４６０,０００円」に、「７２０,０００円」

を「７５０,０００円」に、「９６０,０００円」を「１,０２０,０００円」

に、「１,２１０,０００円」を「１,３００,０００円」に、「２,９５０,



０００円」を「３,１５０,０００円」に、「３,６２０,０００円」を「３,

８７０,０００円」に、「４,１７０,０００円」を「４,４６０,０００円」

に改め、同号チ(イ)中「２,６６０,０００円」を「２,６９０,０００円」に、

「３,１９０,０００円」を「３,２３０,０００円」に、「４,７９０,００

０円」を「４,８３０,０００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第２項第２４号ケの規定は、この条例の施行の日以後に

なされる申請に対する審査に係る手数料の徴収について適用し、同日前

になされた申請に対する審査に係る手数料の徴収については、なお従前

の例による。 

３ 改正後の別表第４項第１号の規定は、この条例の施行の日以後になさ

れる申請に対する審査又は検査に係る手数料の徴収について適用し、同

日前になされた申請に対する審査又は検査に係る手数料の徴収について

は、なお従前の例による。 


